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平成２１年３月１３日 

厚生労働省老健局計画課・振興課・老人保健課 
 

今般通知する内容については、平成２１年４月１日

からの適用となりますので、貴関係機関等に速やかに

送信いただきますよう、よろしくお願いいたします。

各都道府県介護保険担当課（室）
各市町村介護保険担当課（室）   
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 老健局 老人保健課

今回の内容 
 

「介護保険法施行規則の一部を改正する省令の施行につい

て」等の発出について  

 

計１７０枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(内線 39４９) 

FAX : 03-35９５-４０１０ 










